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○交番駐在所等の名称位置及び所管区等に関する規則の一部改正、 、

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号

交 番 、 駐 在 所 等 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 三 月 二 十 三 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 臼 井 佳 子

交 番 、 駐 在 所 等 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

交 番 、 駐 在 所 等 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 条 関 係 ）

一 交 番 一 交 番

管 轄 管 轄

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

署 名 署 名

略 略

略 略 略 略 略 略

宇 宇

都

宇 都 宮

宇 都 宮 市 の う ち 御 幸 都

宇 都 宮

宇 都 宮 市 の う ち 御 幸

宮

御 幸 交 市 平 出

町 、 東 町 、 今 泉 町 の 一 宮

御 幸 交 市 平 出

町 、 東 町 、 今 泉 町 の 一

東

番 工 業 団

部 、 平 出 工 業 団 地 、 御 東

番 工 業 団

部 、 平 出 工 業 団 地 、 御

警

地

幸 本 町 、 上 野 町 、 御 警

地

幸 本 町 、 上 野 町 、 御

察 幸 ケ 原 町 察 幸 ヶ 原 町

署 署

略 略 略 略 略 略

宇 都 宮 市 の う ち 雀 宮 宇 都 宮 市 の う ち 雀 宮

町 、 宮 の 内 一 丁 目 、 宮 町 、 宮 の 内 一 丁 目 、 宮

の 内 二 丁 目 、 宮 の 内 三 の 内 二 丁 目 、 宮 の 内 三

丁 目 、 宮 の 内 四 丁 目 、 丁 目 、 宮 の 内 四 丁 目 、

雀 の 宮 一 丁 目 、 雀 の 宮 雀 の 宮 一 丁 目 、 雀 の 宮

二 丁 目 、 雀 の 宮 三 丁 二 丁 目 、 雀 の 宮 三 丁

目 、 雀 の 宮 四 丁 目 、 雀 目 、 雀 の 宮 四 丁 目 、 雀

の 宮 五 丁 目 、 雀 の 宮 六 の 宮 五 丁 目 、 雀 の 宮 六

丁 目 、 雀 の 宮 七 丁 目 、 丁 目 、 雀 の 宮 七 丁 目 、

五 代 一 丁 目 五 代 一 丁 目 、 五 代 二 丁

宇 都 宮

、 さ つ

宇 都 宮

目 、 五 代 三 丁 目 、 さ つ

雀 の 宮 市 雀 の

き 一 丁 目 、 さ つ き 二 丁

雀 の 宮 市 雀 の

き 一 丁 目 、 さ つ き 二 丁

交 番 宮 六 丁

目 、 さ つ き 三 丁 目

交 番 宮 六 丁

目 、 さ つ き 三 丁 目 、 み

目 目

ど り 野 町 、 若 松 原 一 丁

目 、 若 松 原 二 丁 目 、 若

松 原 三 丁 目 、 北 若 松 原

一 丁 目 、 北 若 松 原 二 丁

、 新 富 町 、 高 砂 町 、 目 、 新 富 町 、 高 砂 町 、

南 高 砂 町 、 南 町 、 富 士 南 高 砂 町 、 南 町 、 富 士
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○交番駐在所等の名称位置及び所管区等に関する規則の一部改正、 、

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号

交 番 、 駐 在 所 等 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 三 月 二 十 三 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 臼 井 佳 子

交 番 、 駐 在 所 等 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

交 番 、 駐 在 所 等 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 条 関 係 ）

一 交 番 一 交 番

管 轄 管 轄

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

署 名 署 名

略 略

略 略 略 略 略 略

宇 宇

都

宇 都 宮

宇 都 宮 市 の う ち 御 幸 都

宇 都 宮

宇 都 宮 市 の う ち 御 幸

宮

御 幸 交 市 平 出

町 、 東 町 、 今 泉 町 の 一 宮

御 幸 交 市 平 出

町 、 東 町 、 今 泉 町 の 一

東

番 工 業 団

部 、 平 出 工 業 団 地 、 御 東

番 工 業 団

部 、 平 出 工 業 団 地 、 御

警

地

幸 本 町 、 上 野 町 、 御 警

地

幸 本 町 、 上 野 町 、 御

察 幸 ケ 原 町 察 幸 ヶ 原 町

署 署

略 略 略 略 略 略

宇 都 宮 市 の う ち 雀 宮 宇 都 宮 市 の う ち 雀 宮

町 、 宮 の 内 一 丁 目 、 宮 町 、 宮 の 内 一 丁 目 、 宮

の 内 二 丁 目 、 宮 の 内 三 の 内 二 丁 目 、 宮 の 内 三

丁 目 、 宮 の 内 四 丁 目 、 丁 目 、 宮 の 内 四 丁 目 、

雀 の 宮 一 丁 目 、 雀 の 宮 雀 の 宮 一 丁 目 、 雀 の 宮

二 丁 目 、 雀 の 宮 三 丁 二 丁 目 、 雀 の 宮 三 丁

目 、 雀 の 宮 四 丁 目 、 雀 目 、 雀 の 宮 四 丁 目 、 雀

の 宮 五 丁 目 、 雀 の 宮 六 の 宮 五 丁 目 、 雀 の 宮 六

丁 目 、 雀 の 宮 七 丁 目 、 丁 目 、 雀 の 宮 七 丁 目 、

五 代 一 丁 目 五 代 一 丁 目 、 五 代 二 丁

宇 都 宮

、 さ つ

宇 都 宮

目 、 五 代 三 丁 目 、 さ つ

雀 の 宮 市 雀 の

き 一 丁 目 、 さ つ き 二 丁

雀 の 宮 市 雀 の

き 一 丁 目 、 さ つ き 二 丁

交 番 宮 六 丁

目 、 さ つ き 三 丁 目

交 番 宮 六 丁

目 、 さ つ き 三 丁 目 、 み

目 目

ど り 野 町 、 若 松 原 一 丁

目 、 若 松 原 二 丁 目 、 若

松 原 三 丁 目 、 北 若 松 原

一 丁 目 、 北 若 松 原 二 丁

、 新 富 町 、 高 砂 町 、 目 、 新 富 町 、 高 砂 町 、

南 高 砂 町 、 南 町 、 富 士 南 高 砂 町 、 南 町 、 富 士

見 町 、 末 広 一 丁 目 、 末 見 町 、 末 広 一 丁 目 、 末

広 二 丁 目 、 茂 原 町 の 一 広 二 丁 目 、 茂 原 町 の 一

部 、 茂 原 一 丁 目 、 茂 原 部 、 茂 原 一 丁 目 、 茂 原

二 丁 目 、 茂 原 三 丁 目 、 二 丁 目 、 茂 原 三 丁 目 、

針 ケ 谷 町 、 針 ケ 谷 一 丁 針 ケ 谷 町 、 針 ケ 谷 一 丁

目 目

宇 都 宮 市 の う ち 陽 南 一 宇 都 宮 市 の う ち 陽 南 一

丁 目 、 陽 南 二 丁 目 、 陽 丁 目 、 陽 南 二 丁 目 、 陽

南 三 丁 目 、 陽 南 四 丁 南 三 丁 目 、 陽 南 四 丁

目 、 大 塚 町 、 八 千 代 一 目 、 大 塚 町 、 八 千 代 一

宇 都 宮

丁 目 、 八 千 代 二 丁 目 、

宇 都 宮

丁 目 、 八 千 代 二 丁 目 、

宮 本 町

市 宮 本

大 和 一 丁 目 、 大 和 二 丁 宮 本 町

市 宮 本

大 和 一 丁 目 、 大 和 二 丁

交 番

町

目 、 宮 本 町 、 双 葉 一 丁 交 番

町

目 、 宮 本 町 、 双 葉 一 丁

目 、 双 葉 二 丁 目 、 双 葉 目 、 双 葉 二 丁 目 、 双 葉

三 丁 目 、 東 原 町 、 東 浦 三 丁 目 、 東 原 町

町 、 江 曽 島 本 町 、 江 曽 、 江 曽 島 本 町 、 江 曽

島 三 丁 目 、 春 日 町 、 大 島 三 丁 目 、 春 日 町 、 大

和 三 丁 目 和 三 丁 目

下 栗 町 略 略 下 栗 町 略 略

交 番 交 番

宇 宇

都 都 宇 都 宮 市 の う ち 東 浦

宮 宮 町 、 江 曽 島 一 丁 目 、 江

南 南 曽 島 二 丁 目 、 江 曽 島 四

警 警 宇 都 宮 丁 目 、 江 曽 島 五 丁 目 、

察 察 緑 交 番 市 緑 二 今 宮 一 丁 目 、 今 宮 二 丁

署 署 丁 目 目 、 今 宮 三 丁 目 、 今 宮

四 丁 目 、 緑 一 丁 目 、 緑

二 丁 目 、 緑 三 丁 目 、 緑

四 丁 目 、 緑 五 丁 目

宇 都 宮 市 の う ち 西 川 田 宇 都 宮 市 の う ち 西 川 田

町 、 西 川 田 東 町 、 西 川 町 、 西 川 田 東 町 、 西 川

田 一 丁 目 、 西 川 田 二 丁 田 一 丁 目 、 西 川 田 二 丁

目 の 一 部 、 西 川 田 三 丁 目 、 西 川 田 三 丁

目 、 西 目 、 西 川 田 四 丁 目 、 西

川 田 五 丁 目 、 西 川 田 六 川 田 五 丁 目 、 西 川 田 六

丁 目 、 西 川 田 七 丁 目 、 丁 目 、 西 川 田 七 丁 目 、

西 川 田

宇 都 宮 西 川 田 本 町 一 丁 目 、 西

西 川 田

宇 都 宮 西 川 田 本 町 一 丁 目 、 西

駅 前 交

市 西 川 川 田 本 町 二 丁 目 、 西 川

駅 前 交

市 西 川 川 田 本 町 二 丁 目 、 西 川

番

田 三 丁 田 本 町 三 丁 目 、 西 川 田

番

田 三 丁 田 本 町 三 丁 目 、 西 川 田

目 本 町 四 丁 目 、 西 川 田 南 目 本 町 四 丁 目 、 西 川 田 南

一 丁 目 、 西 川 田 南 二 丁 一 丁 目 、 西 川 田 南 二 丁

目 、 兵 庫 塚 町 、 兵 庫 塚 目 、 兵 庫 塚 町 、 兵 庫 塚

一 丁 目 、 兵 庫 塚 二 丁 一 丁 目 、 兵 庫 塚 二 丁

目 、 兵 庫 塚 三 丁 目 、 幕 目 、 兵 庫 塚 三 丁 目 、 幕

田 町 、 鷺 の 谷 町 、 下 欠 田 町 、 鷺 の 谷 町 、 下 欠

町 、 下 砥 上 町 、 鶴 田 町 町 、 下 砥 上 町 、 鶴 田 町
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見 町 、 末 広 一 丁 目 、 末 見 町 、 末 広 一 丁 目 、 末

広 二 丁 目 、 茂 原 町 の 一 広 二 丁 目 、 茂 原 町 の 一

部 、 茂 原 一 丁 目 、 茂 原 部 、 茂 原 一 丁 目 、 茂 原

二 丁 目 、 茂 原 三 丁 目 、 二 丁 目 、 茂 原 三 丁 目 、

針 ケ 谷 町 、 針 ケ 谷 一 丁 針 ケ 谷 町 、 針 ケ 谷 一 丁

目 目

宇 都 宮 市 の う ち 陽 南 一 宇 都 宮 市 の う ち 陽 南 一

丁 目 、 陽 南 二 丁 目 、 陽 丁 目 、 陽 南 二 丁 目 、 陽

南 三 丁 目 、 陽 南 四 丁 南 三 丁 目 、 陽 南 四 丁
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市 宮 本
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交 番

町

目 、 宮 本 町 、 双 葉 一 丁 交 番

町

目 、 宮 本 町 、 双 葉 一 丁

目 、 双 葉 二 丁 目 、 双 葉 目 、 双 葉 二 丁 目 、 双 葉

三 丁 目 、 東 原 町 、 東 浦 三 丁 目 、 東 原 町

町 、 江 曽 島 本 町 、 江 曽 、 江 曽 島 本 町 、 江 曽

島 三 丁 目 、 春 日 町 、 大 島 三 丁 目 、 春 日 町 、 大

和 三 丁 目 和 三 丁 目

下 栗 町 略 略 下 栗 町 略 略

交 番 交 番

宇 宇

都 都 宇 都 宮 市 の う ち 東 浦

宮 宮 町 、 江 曽 島 一 丁 目 、 江

南 南 曽 島 二 丁 目 、 江 曽 島 四

警 警 宇 都 宮 丁 目 、 江 曽 島 五 丁 目 、

察 察 緑 交 番 市 緑 二 今 宮 一 丁 目 、 今 宮 二 丁

署 署 丁 目 目 、 今 宮 三 丁 目 、 今 宮

四 丁 目 、 緑 一 丁 目 、 緑

二 丁 目 、 緑 三 丁 目 、 緑

四 丁 目 、 緑 五 丁 目

宇 都 宮 市 の う ち 西 川 田 宇 都 宮 市 の う ち 西 川 田

町 、 西 川 田 東 町 、 西 川 町 、 西 川 田 東 町 、 西 川

田 一 丁 目 、 西 川 田 二 丁 田 一 丁 目 、 西 川 田 二 丁

目 の 一 部 、 西 川 田 三 丁 目 、 西 川 田 三 丁

目 、 西 目 、 西 川 田 四 丁 目 、 西

川 田 五 丁 目 、 西 川 田 六 川 田 五 丁 目 、 西 川 田 六

丁 目 、 西 川 田 七 丁 目 、 丁 目 、 西 川 田 七 丁 目 、

西 川 田

宇 都 宮 西 川 田 本 町 一 丁 目 、 西

西 川 田

宇 都 宮 西 川 田 本 町 一 丁 目 、 西

駅 前 交

市 西 川 川 田 本 町 二 丁 目 、 西 川

駅 前 交

市 西 川 川 田 本 町 二 丁 目 、 西 川

番

田 三 丁 田 本 町 三 丁 目 、 西 川 田

番

田 三 丁 田 本 町 三 丁 目 、 西 川 田

目 本 町 四 丁 目 、 西 川 田 南 目 本 町 四 丁 目 、 西 川 田 南

一 丁 目 、 西 川 田 南 二 丁 一 丁 目 、 西 川 田 南 二 丁

目 、 兵 庫 塚 町 、 兵 庫 塚 目 、 兵 庫 塚 町 、 兵 庫 塚

一 丁 目 、 兵 庫 塚 二 丁 一 丁 目 、 兵 庫 塚 二 丁

目 、 兵 庫 塚 三 丁 目 、 幕 目 、 兵 庫 塚 三 丁 目 、 幕

田 町 、 鷺 の 谷 町 、 下 欠 田 町 、 鷺 の 谷 町 、 下 欠

町 、 下 砥 上 町 、 鶴 田 町 町 、 下 砥 上 町 、 鶴 田 町

の 一 部 の 一 部

宇 都 宮 市 の う ち 江 曽 島

一 丁 目 、 江 曽 島 二 丁

目 、 江 曽 島 四 丁 目 、 江

曽 島 五 丁 目 、 今 宮 一 丁

目 、 今 宮 二 丁 目 、 今 宮

三 丁 目 、 今 宮 四 丁 目 、

宇 都 宮 緑 一 丁 目 、 緑 二 丁 目 、

運 動 公 市 西 川 緑 三 丁 目 、 西 川 田 二 丁

園 交 番 田 四 丁 目 の 一 部 、 西 川 田 四 丁

目 目 、 緑 四 丁 目 、 緑 五 丁

目 、 五 代 二 丁 目 、 五 代

三 丁 目 、 み ど り 野 町 、

若 松 原 一 丁 目 、 若 松 原

二 丁 目 、 若 松 原 三 丁

目 、 北 若 松 原 一 丁 目 、

北 若 松 原 二 丁 目

略 略 略 略 略 略

略 略 略 略 略 略

お も 略 略 お も 略 略

ち ゃ の ち ゃ の

ま ち 交 ま ち 交

番 番

栃 木 市 の う ち 大 平 町 富

栃 田 、 大 平 町 西 山 田 、 大 栃

木 平 町 下 皆 川 、 大 平 町 横 木

警 堀 、 大 平 町 牛 久 、 大 平 警

察

栃 木 市

町 川 連 、 大 平 町 土 与 、 察

署 大 平 交

大 平 町

大 平 町 蔵 井 、 大 平 町 真 署

番

富 田

弓 、 大 平 町 下 高 島 、 大

平 町 上 高 島 、 大 平 町 北

武 井 、 大 平 町 新 、 大 平

町 西 野 田 、 大 平 町 榎

本 、 大 平 町 西 水 代 、 大

平 町 伯 仲

略 略 略 略 略 略

略 略

略 略 略 略 略 略

高 根 沢 町 の う ち 大 字 上 高 根 沢 町 の う ち 大 字 上

阿 久 津 、 大 字 中 阿 久 阿 久 津 、 大 字 中 阿 久

津 、 大 字 宝 積 寺 、 大 字 津 、 大 字 宝 積 寺 、 大 字



（4） 栃 木 県 公 報 号外第12号平成30年３月23日　金曜日

の 一 部 の 一 部

宇 都 宮 市 の う ち 江 曽 島

一 丁 目 、 江 曽 島 二 丁

目 、 江 曽 島 四 丁 目 、 江

曽 島 五 丁 目 、 今 宮 一 丁

目 、 今 宮 二 丁 目 、 今 宮

三 丁 目 、 今 宮 四 丁 目 、

宇 都 宮 緑 一 丁 目 、 緑 二 丁 目 、

運 動 公 市 西 川 緑 三 丁 目 、 西 川 田 二 丁

園 交 番 田 四 丁 目 の 一 部 、 西 川 田 四 丁

目 目 、 緑 四 丁 目 、 緑 五 丁

目 、 五 代 二 丁 目 、 五 代

三 丁 目 、 み ど り 野 町 、

若 松 原 一 丁 目 、 若 松 原

二 丁 目 、 若 松 原 三 丁

目 、 北 若 松 原 一 丁 目 、

北 若 松 原 二 丁 目

略 略 略 略 略 略

略 略 略 略 略 略

お も 略 略 お も 略 略

ち ゃ の ち ゃ の

ま ち 交 ま ち 交

番 番

栃 木 市 の う ち 大 平 町 富

栃 田 、 大 平 町 西 山 田 、 大 栃

木 平 町 下 皆 川 、 大 平 町 横 木

警 堀 、 大 平 町 牛 久 、 大 平 警

察

栃 木 市

町 川 連 、 大 平 町 土 与 、 察

署 大 平 交

大 平 町

大 平 町 蔵 井 、 大 平 町 真 署

番

富 田

弓 、 大 平 町 下 高 島 、 大

平 町 上 高 島 、 大 平 町 北

武 井 、 大 平 町 新 、 大 平

町 西 野 田 、 大 平 町 榎

本 、 大 平 町 西 水 代 、 大

平 町 伯 仲

略 略 略 略 略 略

略 略

略 略 略 略 略 略

高 根 沢 町 の う ち 大 字 上 高 根 沢 町 の う ち 大 字 上

阿 久 津 、 大 字 中 阿 久 阿 久 津 、 大 字 中 阿 久

津 、 大 字 宝 積 寺 、 大 字 津 、 大 字 宝 積 寺 、 大 字

さ 大 谷 、 大 字 石 末 、 光 陽 さ 大 谷 、 大 字 石 末 、 光 陽

く 塩 谷 郡 台 一 丁 目 、 光 陽 台 二 丁 く 塩 谷 郡 台 一 丁 目 、 光 陽 台 二 丁

ら 高 根 沢 高 根 沢 目 、 光 陽 台 三 丁 目 、 光 ら 高 根 沢 高 根 沢 目 、 光 陽 台 三 丁 目 、 光

警 交 番 町 大 字 陽 台 四 丁 目 、 光 陽 台 五 警 交 番 町 大 字 陽 台 四 丁 目 、 光 陽 台 五

察 宝 積 寺 丁 目 、 光 陽 台 六 丁 目 、 察 宝 積 寺 丁 目 、

署 宝 石 台 一 丁 目 、 宝 石 台 署 宝 石 台 一 丁 目 、 宝 石 台

二 丁 目 、 宝 石 台 三 丁 二 丁 目 、 宝 石 台 三 丁

目 、 宝 石 台 四 丁 目 、 宝 目 、 宝 石 台 四 丁 目 、 宝

石 台 五 丁 目 石 台 五 丁 目

略 略 略 略 略 略

略 略

二 警 察 官 駐 在 所 二 警 察 官 駐 在 所

管 轄 管 轄

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

署 名 署 名

略 略

略 略 略 略 略 略

下 津 原 略 略 下 津 原 略 略

警 察 官 警 察 官

駐 在 所 駐 在 所

西 水 代 栃 木 市

栃 木 市 の う ち 大 平 町 新

警 察 官 大 平 町

の 一 部 、 大 平 町 榎 本 、

駐 在 所 西 水 代

大 平 町 西 水 代 、 大 平 町

伯 仲
栃 木 市 の う ち 大 平 町 富

大 平 警 栃 木 市

田 の 一 部 、 大 平 町 下 皆

栃 栃 察 官 駐 大 平 町

川 の 一 部 、 大 平 町 蔵 井

木 木 在 所 富 田

の 一 部 、 大 平 町 真 弓 の

警 警

一 部 、 大 平 町 新 の 一

察 察

部 、 大 平 町 西 野 田

署 署

富 田 警 栃 木 市

栃 木 市 の う ち 大 平 町 富

察 官 駐 大 平 町

田 の 一 部 、 大 平 町 西 山

在 所 富 田

田 、 大 平 町 下 皆 川 の 一

部
栃 木 市 の う ち 大 平 町 横

堀 、 大 平 町 牛 久 、 大 平

横 堀 警 栃 木 市 町 土 与 、 大 平 町 蔵 井 の

察 官 駐 大 平 町 一 部 、 大 平 町 川 連 、 大

在 所 横 堀 平 町 真 弓 の 一 部 、 大 平

町 下 高 島 、 大 平 町 上 高



（5）栃 木 県 公 報平成30年３月23日　金曜日 号外第12号

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

さ 大 谷 、 大 字 石 末 、 光 陽 さ 大 谷 、 大 字 石 末 、 光 陽

く 塩 谷 郡 台 一 丁 目 、 光 陽 台 二 丁 く 塩 谷 郡 台 一 丁 目 、 光 陽 台 二 丁

ら 高 根 沢 高 根 沢 目 、 光 陽 台 三 丁 目 、 光 ら 高 根 沢 高 根 沢 目 、 光 陽 台 三 丁 目 、 光

警 交 番 町 大 字 陽 台 四 丁 目 、 光 陽 台 五 警 交 番 町 大 字 陽 台 四 丁 目 、 光 陽 台 五

察 宝 積 寺 丁 目 、 光 陽 台 六 丁 目 、 察 宝 積 寺 丁 目 、

署 宝 石 台 一 丁 目 、 宝 石 台 署 宝 石 台 一 丁 目 、 宝 石 台

二 丁 目 、 宝 石 台 三 丁 二 丁 目 、 宝 石 台 三 丁

目 、 宝 石 台 四 丁 目 、 宝 目 、 宝 石 台 四 丁 目 、 宝

石 台 五 丁 目 石 台 五 丁 目

略 略 略 略 略 略

略 略

二 警 察 官 駐 在 所 二 警 察 官 駐 在 所

管 轄 管 轄

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

署 名 署 名

略 略

略 略 略 略 略 略

下 津 原 略 略 下 津 原 略 略

警 察 官 警 察 官

駐 在 所 駐 在 所

西 水 代 栃 木 市

栃 木 市 の う ち 大 平 町 新

警 察 官 大 平 町

の 一 部 、 大 平 町 榎 本 、

駐 在 所 西 水 代

大 平 町 西 水 代 、 大 平 町

伯 仲
栃 木 市 の う ち 大 平 町 富

大 平 警 栃 木 市

田 の 一 部 、 大 平 町 下 皆

栃 栃 察 官 駐 大 平 町

川 の 一 部 、 大 平 町 蔵 井

木 木 在 所 富 田

の 一 部 、 大 平 町 真 弓 の

警 警

一 部 、 大 平 町 新 の 一

察 察

部 、 大 平 町 西 野 田

署 署

富 田 警 栃 木 市

栃 木 市 の う ち 大 平 町 富

察 官 駐 大 平 町

田 の 一 部 、 大 平 町 西 山

在 所 富 田

田 、 大 平 町 下 皆 川 の 一

部
栃 木 市 の う ち 大 平 町 横

堀 、 大 平 町 牛 久 、 大 平

横 堀 警 栃 木 市 町 土 与 、 大 平 町 蔵 井 の

察 官 駐 大 平 町 一 部 、 大 平 町 川 連 、 大

在 所 横 堀 平 町 真 弓 の 一 部 、 大 平

町 下 高 島 、 大 平 町 上 高

島 、 大 平 町 北 武 井

略 略 略 略 略 略

略 略

三 略 三 略

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 三 月 二 十 六 日 か ら 施 行 す る 。


